
 

 

 

様式第七（第６条関係） 

 

確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

    

１．確認の求めを行った年月日 

   令和２年２月28日 

 

２．回答を行った年月日 

   令和２年３月27日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

   以下の方法により賃金の支払を使用者に代わって行うサービスである。 

① 使用者は、本サービスの利用前に、賃金の支払を照会者に委託する。 

② 労働者が使用者に対し、労務を提供する。 

③ 労働者への賃金の支払は、上記①の委託に基づき、まず照会者が労働者に支払う。この

際、賃金の支払については一定の締日と支払日が約定されているが、労働者が個別に請求

すれば、それまでに労務を提供した分に対応する賃金については、当該支払日前に支払わ

れる（即日払い）。 

  なお、労働者及び照会者は、労働者に支払われるべき賃金（既に労務を提供した分に対

応する賃金）の額を把握・管理しており、他方、使用者は、労働者に支払われるべき賃金

（既に労務を提供した分に対応する賃金）の額及び照会者による支払状況を確認できるよ

うになっている。また、照会者から労働者に対して支払われる賃金は、本サービスのアプ

リ上及び支払（振込）結果により、どの使用者との間での賃金か、及び金額の内訳が分か

るようになっており、使用者からの賃金の支払であることが明確になっている。 

※ 労働者は、振込手数料を含め、いかなる手数料も負担しない。 

④ 照会者が労働者に支払った賃金と同額を、使用者が、照会者にまとめて支払う。 

 

４．確認の求めの内容 

    ３.記載の本サービスを利用して行う、労働者への賃金支払方法が、労働基準法第24条

第１項本文が定める賃金直接払いの原則に違反しないこと及び同条第２項本文が定める賃

金毎月一回以上一定期日払いの原則に違反しないものであることを確認したい。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

    労働基準法（昭和22年法律第49号）第24条の定めにより、原則として、賃金は、通貨で、

直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 

このうち、「直接労働者に」とある点については、第三者が賃金の支払を受託してその

支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消

滅しない場合には、これに抵触しない。 

また、「毎月一回以上、一定の期日を定めて」とある点についても、賃金支払期日を定

めた上で、労働者の請求があった場合に、賃金の支払期日前であっても既往の労働に対す

る賃金を支払うことは、これに抵触しない。 

なお、使用者が支払受託者に賃金の支払を委託すれば労働基準法第24条の義務が免責さ

れるという性質のものではなく、所定支払期日に賃金の全額が現実に支払われなかった場

合については、使用者が同条の違反に問われることとなるため、使用者は支払受託者にお

ける賃金の支払状況を確認するなど所要の措置を講ずる必要があること、及び照会者から

労働者への支払に際しては、当該支払が賃金の支払であること（複数の使用者からの賃金

が存する場合には、その内訳を含む。）が明らかとなるような表示ないし通知をすること



 

 

 

が望ましい。 

この点、照会者のサービスは、労働者及び照会者が、労働者の既往の労働に対応する賃

金の額を管理、把握しており、他方、使用者は、この額及び照会者による支払状況を把握

できるようになっていること、また、照会者を通じて労働者に対して支払われる賃金は、

同サービスのアプリ上及び支払（振込）結果により、どの使用者との間での賃金か、及び

金額の内訳がわかるようになっており、使用者からの賃金の支払であることが明確になっ

ていることから、かかるサービスは、労働基準法第24条に違反するものではない。 

 

 

 （記載要領） 

「３．新事業活動に係る事業の概要」、「４．確認の求めの内容」及び「確認の求めに対する

回答の内容」中、事業者の事業上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として

記載しない。 

 

  

 


